
2018年 4 月 2日 
昭和女子大学図書館 

 

本学図書館における国立国会図書館デジタル化資料送信サービスの利用開始について 

 
今まで国立国会図書館外では閲覧できなかった著作権法で保護されたデジタル化資料を本
学図書館で閲覧・複写できるようになりました。国立国会図書館が所蔵する図書、雑誌、古
典籍、博土論文などをデジタル化した約 190 万点の資料が閲覧できます。 
 
[利用方法] 図書館 3階受付カウンターで申請 
[利用場所］専用パソコン（3階開架室のコミュニティルーム付近） 
[利用対象者] 
 閲覧：学部生 大学院生 教員 名誉教授 専任職員 附属生徒 
 複写：学部生 大学院生 教員 名誉教授 専任職員 
[利用可能時間] 

時期 開館時間 閲覧申請受付時間 ※1 閲覧可能時間 複写申請受付時間 ※2 

開講期（通常期）月～金 8：45‐20：00 9：00‐18：30 9:00～19:00 9:00～16:00 

開講期（試験期）月～金 8：45‐21：30 9：00‐18：30 9:00～19:00 9:00～16:00 

開講期      土 8：45‐18：00 9：00‐16：30 9:00～17:00 9:00～16:00 

閉講期     月～土 8：45‐17：00 9：00‐16：30 9:00～17:00 9:00～16:00 

※1 大学在籍者以外の閲覧申請受付時間は 16:30 までとなります。 

※2 複写物の提供までには数日お時間をいただきます。 

 
 

以上 


